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食品の安全確保に関する取り組み

厚生労働省
大臣官房参事官
　　　　　　中林　圭一
　



2

食品安全行政を取り巻く動向

○　フード・チェーンアプローチ
　生産から消費に至るまでの全段階での食品の安全を確保することが
重要とするものです。

○　リスク分析
　事故後の対応よりも予防に重点をおくものであり、さらに、安全性評価と管
理の機能的分離や、利害関係者間の情報や意見交換の推進を行うもので
す。

国際的な考え方

など

食品をめぐる環境の変化

飽食の時代へ 新たな食の問題の発生 貿易の国際化

大量生産・加工 長距離輸送の普遍化
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大量流通

食品の「安全」の考え方

食品には本来さまざまな成分が混在し「絶対安全」はなく，安全

性は有害影響の起こる可能性（リスク）により判断する。

　普段食べているものでも，食べる量や食べ方，食べ

る人に応じて健康によい場合もあるし悪い場合もある。

　他方，病原微生物や通常の摂取で人に危害を与える

おそれのある化学物質などについては安全の観点から

の規制が必要となり，基準の設定や監視などの対応を

行うこととなる
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「ハザード」と「リスク」

ハザード

と は ？

元々は英語の“HAZARD”であり，「障害
物」「危害」などと訳されている。
その物や事柄自体の持っている危害の度合
いを示し，ハザードそのものを減少させるこ
とはできない。

リ ス ク

と は ？

ある物や事柄から実際に受ける危害の程度，
危険性のことをいう。
ハザードと異なり，リスクは管理することに
よって小さくすることができる。

ライオンは、非常に凶暴である。
（ハザードが大きい）

大阪市立王寺動物園ホームページより抜粋
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　しかし、檻に入れてリスクを適切に管理すれば、
ライオンによる被害は生じない。

大阪市立王寺動物園ホームページより抜粋

食品の安全確保の仕組み（リスク分析）

○　リスク分析とは、国民の健康の保護を目的として、国民やある集団が危害に
　　さらされる可能性がある場合、事故の後始末ではなく、可能な範囲で事故を
　　未然に防ぎ、リスクを最小限にするためのプロセス

リスク分析

・リスク評価の実施
　　健康に悪影響を及ぼすおそれのある物質が
　
　食品中に含まれている場合に、どのくらいの
　確率でどの程度の悪影響があるのか評価

食品安全委員会

食品安全基本法

リスク評価

・食品の安全に関する情報の共有と相互の意見交換
・消費者等関係者の意見の施策への反映

リスクコミュニケーション

・食品中の含有量に
　ついて基準を設定
・表示
・基準や表示が守られて
　いるかの監視　　など　
　　　　

厚生労働省 農林水産省

食品衛生法等

農薬取締法
飼料安全法　等

リスク管理

・農薬の使用基準の設定
・えさや肥料中の含有量
　について基準を設定
・動物用医薬品等の規制
・表示　　　　　　など
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食品安全モニター・アンケート調査「食の安全性に関する意識調査」（食品安全委員会：平成１５年９月）より抜粋
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食品中の残留農薬等の安全確保

○食品中のVRE（バンコマイシン耐性
腸球菌）調査

抗生物質耐性菌による食品の汚染防止 消費者等への情報提供

・「食品中の残留農薬Q&A」、「動物用医薬品等の
　残留モニタリング検査結果」 等の公表

○ホームページ等を通じた情報の提供

○食品規格の一つとして、食品に残留する
農薬、飼料添加物、動物用医薬品の残留
基準を設定

基準等の策定

○分析法の開発

○農薬、動物用医薬品等の残留実態調査
（モニタリング調査）

○農薬の摂取量調査（マーケットバスケッ
ト調査）

残留実態、摂取量把握

残留農薬等の
ポジティブリスト制度
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「ポジティブリスト」ってなに？

ポジティブリスト

ネガティブリスト

2種類の規制のやり方

一旦，すべてを禁止した上で，
認められるもののみを個別に
列挙（リストにないものは禁止）

原則として規制のない状態で、
規制するもののみを個別に列挙
（リストにないものは規制なし）

13

　基準が設定されていない農薬等が

一定量を超えて残留する食品の販売
等を原則禁止する制度

残留農薬等のポジティブリスト制度とは？

※「食品衛生法等の一部を改正する法律」

　（平成１５年法律第５５号、平成１５年５月３０日公布）
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農薬、飼料添加物及び動物用医薬品

食品の成分に係る規格（残留
基準）が定められているもの

食品の成分に係る規格（残留基準）が
定められていないもの

農薬等が残留していても基本的に
販売禁止等の規制がない

【従前の規制】
　

２５０農薬、３３動物用医薬品等に
残留基準を設定

残留基準を超えて農薬等が残留する　
食品の販売等を禁止

食品に残留する農薬等へのポジティブリスト制度の導入－１

農薬、飼料添加物及び動物用医薬品

食品の成分に係る規格
（残留基準）が定めら
れていないもの

食品の成分に係る規格（残留基
準）が定められているもの

残留基準を超えて農薬等が残
留する食品の販売等を禁止

一定量（0.01ppm）を
超えて農薬等が残留
する食品の販売等を
禁止

ポジティブリスト制度の施
行までに、現行法第１１条
第１項に基づき、農薬取締
法に基づく基準、国際基準、
欧米の基準等を踏まえた基
準を設定　

農薬取締法に基づく登録等と
同時の残留基準設定など、残
留基準設定の促進

厚生労働大臣が
指定する物質

人の健康を損な
うおそれのない
ことが明らかで
あるものを告示

ポジティブリスト
制度の対象外

人の健康を損なう
おそれのない量と
して厚生労働大臣
が一定量を告示　
（一律基準）

（平成１８年５月２９日施行）

食品に残留する農薬等へのポジティブリスト制度の導入－２



9

①残留農薬

　　205項目　　→　44７項目

②残留動物用医薬品等

　　約60項目　 →　108項目

③畜水産食品の残留農薬

　　3項目　　　 →　60項目

ポジティブリスト制度を踏まえた輸入食品の
モニタリング検査項目の拡充

• 台湾産マンゴーのシペルメトリン、シフルトリン
• 中国産ウーロン茶のトリアゾホス
• 中国産しいたけのフェンプロパトリン
• 中国産大粒落花生のアセトクロール
• 中国産鰻のロイコマラカイトグリーン、AOZ、エンドスルファン
• エクアドル産カカオ豆のマラチオン、シペルメトリン
• ベトナム産イカのクロラムフェニコール
• ニュージーランド産レモンのフルシラゾール、チアクロプリド
　など

＜違反事例　→　http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html＞

ポジティブリスト制度施行後の輸入食品の
残留農薬等に係る主な違反事例
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輸入食品の安全確保

－９－
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平成１７年度実績　　
　　輸入届出件数　　　　1,864,412件
　　重量　　　　　　　　33,782千トン
　　検査件数　　　　　　　189,362件
　　（届出件数の10.2％に相当）
　　食品衛生法違反　　　　　　935件　　
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違反発見時の通報都道府県等監視指導計画に基づく
都道府県等の収去検査

検疫所における届出審査

不合格
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食品添加物規制の現状

　添加物とは、食品の製造の過程において又は食

品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混

和、浸潤その他の方法によって使用するもの

　保存料、甘味料、着色料、香料等が該当。

食品添加物とは（食品衛生法第４条第２項）

食品添加物の指定（食品衛生法第１０条）

○　厚生労働大臣が定めたもの以外の製造、輸入、使用、販売
等は禁止

○　ただし，
①一般に飲食に供されるもので添加物として使用されるもの
②天然香料
については規制対象外

○　未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等した場合には
食品衛生法第１０条違反となる。
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食品添加物

化学的合成品

天然物

指定対象 指定対象外

一般飲食物添加物

天然香料

我が国で使用が認められている食品添加物の種類
（平成１８年１０月現在）

指定添加物(３６１品目) 厚生労働大臣が定めたもの
既存添加物(４５０品目) 平成７年の改正食衛法により、範囲
が化学合成品のみからすべての添加物（天然物を含む。）
に拡大
　　法改正時に、既に日本で広く使用され、長い食経験があ
るものは、法改正後もその使用、販売等が認められる。
（既存添加物名簿）
天然香料（約６００品目）動植物から得られる天然物質で、香
り付けの目的で使用
一般飲食物添加物（約１００品目）一般に飲食されているが、
添加物としても使用
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食品添加物の規格及び使用基準　

（食品衛生法第１１条） 　

○　食品添加物は、必要に応じて規格や基準が定められる。

基準とは　　食品添加物をどのような食品に、どのくらいまで
　　　　　　加えてもよいかということを示したもの
　　　　　　過剰摂取による影響が生じないよう、食品添加
　　　　　　物の品目ごと、対象となる食品ごとに規定

規格とは　　安定した製品を確保するために、食品添加物の
　　　　　　純度や成分について最低限遵守すべき項目を
　　　　　　示したもの

食品添加物の例

　指定添加物
　 ①ソルビン酸 ：不飽和脂肪酸に静菌作用があることから発見。
　 　　　　　 　　　 　 保存料として、チーズ、食肉製品、漬け物等に使用。
　 ②キシリトール ：野菜や果物に含まれている天然物。
　　　　　　　 　　 　 甘味料としてガム、清涼飲料水等に使用。

既存添加物
①クチナシ色素 ：クチナシ果実で、着色料として、栗きんとん等に使用。
②柿タンニン　 ：柿の渋から得られる清澄剤。酒の製造等に使用。

　天然香料
①バニラ香料 ：バニラの果実から得られる香料。
②カニ香料 ：カニの身から得られる香料。蒲鉾等の魚肉練製品。

一般飲食物添加物
①イチゴジュース：イチゴの果実を搾汁。饅頭の着色。
②寒天 ：テングサ等の粘質物を抽出。羊羹などの成形。
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食品添加物の安全性評価の方法ー①

○　食品添加物の安全性は、

①物質の分析結果

　　②動物を用いた毒性試験結果等

　　の科学的なデータに基づき、食品安全委員会の行う食品健康
影響評価（リスク評価）によって審議

　　　具体的には、各食品添加物毎に許容一日摂取量（ADI）が設
定。

○　 ADIを超えないように、厚生労働省、農林水産省が、基準を設
定。

食品添加物の安全性評価の方法ー②

　　食品添加物を実際にどの程度摂取しているかを把握す

　ることは、食品添加物の安全性を確保する上で重要。

　　このため、マーケットバスケット方式を用いた食品添加

　物一日摂取量調査を実施。

食品添加物の摂取状況の把握

食品添加物一日摂取量調査の実施
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米から摂取される農薬量

大根から摂取される農薬量

みかんから摂取される農薬量

暴
露
量
（食
品
を
経
由
し
て
摂
取
す
る
農
薬
量
）

ＡＤＩを基に算出される
許容される摂取量

米における残留農薬レベルの推定値×米の摂取量（注）

米の基準値案 (ppm)

理論最大一日摂取量（ＴＭＤＩ）方式による暴露評価

安全レベル

推定される暴露量 理論最大一日摂取量
方式により算出される暴露量

注） 我が国においては、食品摂取量について
毎年調査を実施しており、「国民平均」のほか
「小児」、「妊婦」及び「高齢者」における摂取量を
とりまとめている。

（栄養改善法に基づく国民栄養調査）

表示制度を通じた食品の安全確保

アレルギー物質を含む食品の表示食品の表示に関する共同会議

相談窓口の一元化

○食品衛生法とＪＡＳ法のどちらの質問
　にも回答できるような一元的な相談
　窓口の設置
　　

○食品衛生法及びＪＡＳ法に共通する表示
　項目や表示方法等について検討を行う

　「食品の表示に関する共同会議」を設置
　（平成１４年１２月）

「賞味期限」と「品質保持期限」の用語
を「賞味期限」に統一（２００３年７月）

表示が義務
付けられてい
る原材料

表示が奨励さ
れている原材
料

卵、乳、小麦、そば、落花生

あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、
かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、
さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ※、豚肉、
まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

○過去に一定の頻度で重篤な健康被害を引き起こした
原材料等を指定し、当該原材料が含まれている旨の表
示の義務付けや表示の奨励を実施（２００１年）

表示制度の普及に向けた取組
・社団法人日本食品衛生協会
・独立行政法人農林水産消費技術
　 センター

○厚生労働省、農林水産省、公正取引委員
　会等と協力し、食品表示の各制度について
　一覧できるパンフレットを作成

※　２００４年の見直しにより追加。
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食品の安全に関するリスクコミュニケーション

○意見交換会の開催

リスクコミュニケーションの取組

○政府広報等による情報発信

○食品の安全確保の取組をまとめたホームページ「食品安全情報」による情報発信

○パブリック・コメントの実施、審議会の公開、情報公開など

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html

○リスクコミュニケーションの在り方に関する研究会

リスク管理の具体的事例（その１）

「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関す
る注意事項」の見直しの経緯
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○　他方，魚介類は自然界の食物連鎖を通じて、特定の地域に関
　係なく微量の水銀を含有。一部の魚介類については、
　他の魚介類と比較して高いものも見受けられる

○　魚介類は良質なたんぱく質、ＥＰＡ、DHA等の高度不飽和　　　
　脂肪酸を一般的に他の食品と比較して多く含み、またｶﾙｼｳﾑ等の
　微量栄養素の摂取源である等、健康な食生活における
　不可欠な食材

はじめに

○　近年、魚介類を通じた水銀摂取と胎児に影響を与える可能性を
　懸念する報告がなされ，国際的な専門家会議においても
　基準の見直しが行われた

魚介類等に含まれるメチル水銀について，

食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼

厚生労働省の対応

平成16年7月23日

平成１７年８月４日 食品安全委員会から厚生労働大臣あてに評価結
果が通知

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会（乳肉
水産食品部会・毒性合同部会）で審議

平成１７年１１月 分科会の審議を踏まえ，「妊婦への魚介類の
摂食と水銀に関する注意事項」を見直し，公表
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水銀暴露の実態

　

　　　

食品健康影響評価に示される
耐容量（2.0μｇ）の６割程度

参考

・汚染物質摂取量調査結果（厚生労働省：H7～H16）
　　 　平均 8.4μｇ／ﾋﾄ／日 （魚介類寄与率は79.8％）

・仮に全ての水銀がﾒﾁﾙ水銀であって、妊婦の体重を
　　 50kgとした場合、その１週間当たりの水銀摂取量は、

　　　　8.4μｇ×7日÷50kg＝1.2μｇ／kg体重／週

注意事項の留意点

　・魚介類は健康的な食生活を営む上で重要な食材であること

　・魚介類は食物連鎖の過程で水銀を蓄積すること

　・検討している水銀の影響は、あったとしても胎児の将来の社会
　　生活に支障のあるような重篤なものではないこと

　・妊婦については、一定の注意をした上で魚介類を摂食することが
　　重要であること。また、水銀濃度が高い魚介類を偏って多量に
　　食べることは避けて、水銀の摂取量を減らすことで、魚食のメリッ
　　 トとの両立が可能であること

　・妊婦が注意事項の対象であり、子供や一般の方々は対象外で
　　あること

　・消費者に注意事項を正確に理解してもらうことが必要であること　
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ポスターを用いた
情報提供
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リスク管理の具体的事例（その２）

「 大豆イソフラボンを含む特定保健用
食品等の取り扱いに関する指針」の　
作成の経緯

○　大豆イソフラボンを特定保健用食品として通常の食生活に上乗せ
　して摂取する場合の安全性が検討されたものであること

○　これまでの長い食経験を有する大豆あるいは大豆食品そのもの
　の安全性を問題としているのではないこと

はじめに
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大豆イソフラボンを関与成分とする特定保健用食品３

品目について食品安全委員会に食品健康影響評価を

依頼

厚生労働省の対応

平成16年１月１９日

平成１８年５月１１日 食品安全委員会から厚生労働大臣あてに評価結
果が通知

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会（新開発
食品調査部会 ）で審議

平成１８年８月２３日 分科会の審議を踏まえ， 「大豆イソフラボンを含
む特定保健用食品等の取り扱いに関する指針」を
作成し，公表

「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品等の
取り扱いに関する指針」

・　摂取をする上での注意事項の表示すること
　　　○　妊娠中の方、授乳中の方、乳幼児及び小児は摂取しない
　　　○　過剰摂取はしない
　　　○　医療機関にかかっている方は医師に相談する

・　一日あたりの摂取目安量として30mgを超えないように設定

・　大豆イソフラボンアグリコンとして含有量を表示すること

・　「いわゆる健康食品」であっても、大豆イソフラボンを濃縮、強化
　　した食品については、同様に扱う

・　大豆イソフラボン以外のイソフラボンを含む食品が広く流通する場合に
　　は、過剰摂取による健康被害の発生防止について同様に考慮する必要
　　
　　があること



23

リスクのない生活が考えられないのと同様，
リスクのまったくない食生活もあり得ない

大事なことは，リスクを減らすために，

供 給 者

消 費 者

行 政

それぞれが協調し合いながら
それぞれの立場でリスクコントロー
ルを実践することである

おわりに・・・

ご清聴ありがとうございました


